
議案第31号 

みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定めるものとする。 

令和 ７年 ６月 ３日提出 

みやき町長 岡  毅 

提案理由 

この議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労

働省令第61号）の一部改正に伴い、みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求める

ものである。 



みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年

みやき町条例第15号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第21条） 

第２章 家庭的保育事業（第22条―第26条） 

第３章 小規模保育事業 

第１節 通則（第27条） 

第２節 小規模保育事業Ａ型（第28条―第30条） 

第３節 小規模保育事業Ｂ型（第31条・第32条） 

第４節 小規模保育事業Ｃ型（第33条―第36条） 

第４章 居宅訪問型保育事業（第37条―第41条） 

第５章 事業所内保育事業（第42条―第48条） 

第６章 雑則（第49条・第50条） 

附則 

第１条中「第34条の16」の次に「第１項」を加える。 

第２条中「最低基準」を「この条例で定める最低基準」に改める。 

第５条第５項中「次条」の次に「第１項」を加える。 

第６条第１項ただし書を削り、同項第１号中「を行う」を「（次項において「保

育内容支援」という｡）を実施する」に改め、同項第３号中「この号」の次に「及

び第６項第１号」を加え、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３

項各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定めるものをいう。 

第６条第３項第１号中「当該」を削り､「第27条に規定する小規模保育事業Ａ型

若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規

模保育事業Ａ型事業者等」という｡）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認める」を「いずれかを満

たす」に､「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項第１号中「と次項の連

携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと」を「が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げ



る要件を満たすと町長が認めること」に改め、同号に次のように加える。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担

及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

第６条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のため

に必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であ

ること。 

第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 町長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満た

すと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規模保育事業Ａ

型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という｡）であって、第１項第１号に掲げる事

項に係る連携協力を行うものをいう。 

第７条の２第１項中「その他に」を「その他の」に改め、同条第２項から第４項

までの規定中「家庭的保育事業所等」を「家庭的保育事業者等」に改める。 

第７条の３第２項中「運転者」を「運転者席」に改める。 

第16条第２項第４号中「栄養素」を「栄養素量」に､「できる者」を「できるも

の」に改める。 

第21条第２項中「市町村」を「町」に改める。 

第23条第２項及び第３項ただし書中「都道府県知事」を「佐賀県知事」に改める。 

第29条第２項第３号中「20人」を「15人」に改め、同項第４号中「30人」を「25

人」に改める。 

第31条第１項中「都道府県知事」を「佐賀県知事」に改め、同条第２項第３号中

「20人」を「15人」に改め、同項第４号中「30人」を「25人」に改める。 

第44条第２項第３号中「20人」を「15人」に改め、同項第４号中「30人」を「25



人」に改める。 

第47条第１項中「都道府県知事」を「佐賀県知事」に改め、同条第２項第３号中

「20人」を「15人」に改め、同項第４号中「30人」を「25人」に改める。 

第49条を第50条とし、第６章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録） 

第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ｡）で行うことが規

定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう｡）により行うことができる。 

附則第２条第２項中「省令」を「条例」に改める。 

附則第３条中「10年」を「15年」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれ

があるときは、当分の間、この条例による改正後のみやき町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例第29条第２項、第31条第２項、第44条第

２項及び第47条第２項の規定は適用しない。この場合において、この条例による

改正前のみやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第

29条第２項、第31条第２項、第44条第２項及び第47条第２項の規定は、この条例

の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 



みやき町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

（新設） 目次 

（新設） 第１章 総則（第１条―第21条） 

（新設） 第２章 家庭的保育事業（第22条―第26条） 

（新設） 第３章 小規模保育事業 

（新設） 第１節 通則（第27条） 

（新設） 第２節 小規模保育事業Ａ型（第28条―第30条） 

（新設） 第３節 小規模保育事業Ｂ型（第31条・第32条） 

（新設） 第４節 小規模保育事業Ｃ型（第33条―第36条） 

（新設） 第４章 居宅訪問型保育事業（第37条―第41条） 

（新設） 第５章 事業所内保育事業（第42条―第48条） 

（新設） 第６章 雑則（第49条・第50条） 

（新設） 附則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下

「法」という。）第34条の16＿＿＿の規定に基づき、家庭的保

育事業等（法第24条第２項に規定する家庭的保育事業等をい

う。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準（以下「最低基

準」という。）を定めるものとする。 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下

「法」という。）第34条の16第１項の規定に基づき、家庭的保

育事業等（法第24条第２項に規定する家庭的保育事業等をい

う。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準（以下「最低基

準」という。）を定めるものとする。 

（最低基準の目的） （最低基準の目的） 

第２条 最低基準＿＿＿＿＿＿＿＿は、町長の監督に属する家庭

的保育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に満たない

者に限り、法第６条の３第９項第２号、同条第10項第２号、同

条第11項第２号又は同条第12項第２号の規定に基づき保育が必

第２条 この条例で定める最低基準は、町長の監督に属する家庭

的保育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に満たない

者に限り、法第６条の３第９項第２号、同条第10項第２号、同

条第11項第２号又は同条第12項第２号の規定に基づき保育が必
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改  正  前 改  正  後 

要と認められる児童であって満３歳以上のものについて保育を

行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下

「利用乳幼児」という。）が、明るくて、衛生的な環境におい

て、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育

事業等を行う事業所（以下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提供することにより、

心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

要と認められる児童であって満３歳以上のものについて保育を

行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下

「利用乳幼児」という。）が、明るくて、衛生的な環境におい

て、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育

事業等を行う事業所（以下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提供することにより、

心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

（家庭的保育事業者等の一般原則） （家庭的保育事業者等の一般原則） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除

く。次項、次条＿＿＿第２号、第14条第２項及び第３項、第15

条第１項並びに第16条において同じ。）には、法に定めるそれ

ぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除

く。次項、次条第１項第２号、第14条第２項及び第３項、第15

条第１項並びに第16条において同じ。）には、法に定めるそれ

ぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

６ （略） ６ （略） 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、

第７条第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２

項及び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項までにお

いて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ、確実に

行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以

下「居宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、

第７条第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２

項及び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項までにお

いて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ、確実に

行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年
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改  正  前 改  正  後 

法律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校におい

て行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の

確保が著しく困難であると市町村が認める地域において家庭的

保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第16条第２項第３号

において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この

限りでない。 

法律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校におい

て行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継

続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う

保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

(１) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、

保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援を行う＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿こと。 

(１) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、

保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項において

「保育内容支援」という。）を実施すること。 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた

利用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第12項に規定

する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児に

あっては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号＿＿＿＿＿＿＿＿において同じ。）を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又

は保育を提供すること。 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた

利用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第12項に規定

する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児に

あっては、第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第６項第１号において同じ。）を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望

に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又

は保育を提供すること。 

（新設） ２ 町長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、
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改  正  前 改  正  後 

次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第

１号の規定を適用しないこととすることができる。 

（新設） (１) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に

確保すること。 

（新設） (２) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

（新設） ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

（新設） イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

（新設） ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する

小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内

保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業

者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る

連携協力を行うものをいう。 

２ 町長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号

＿の規定を適用しないこととすることができる。 

４ 町長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件のいずれかを満たす＿＿ときは、第１項第２

号の規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と    。 

(１) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保

した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が

認めること。 

（新設） ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ
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と。 

（新設） イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

(２) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(２) 町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の

確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育

連携協力者の確保が著しく困難であること。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項

第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外

の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27

条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ

型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保

育事業Ａ型事業者等」という。） 

(１) ＿＿家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外

の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規

模保育事業Ａ型事業者等＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(２) （略） (２) （略） 

４ （略） ６ （略） 

５ （略） ７ （略） 

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を

図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所

等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外で

の活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他に

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を

図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所

等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外で

の活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の
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日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計

画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計

画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業所等は、職員に対し、安全計画について周知

するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知

するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 家庭的保育事業所等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保

護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づ

く取組の内容等について周知しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保

護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づ

く取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業所等は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

（自動車を運行する場合の所在の確認） （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ （略） 第７条の３ （略） 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、

利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者＿及びこれと並

列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席

以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと

同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められる

ものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車

の際に限る。）を行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、

利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並

列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席

以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと

同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められる

ものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車

の際に限る。）を行わなければならない。 
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（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第16条 （略） 第16条 （略） 

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 ２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託し

ている事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の

趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に

遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発

達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギ

ー、アトピー等への配慮、必要な栄養素＿の給与等、利用乳

幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができ

る者＿として町が適当と認める者（家庭的保育事業者が第22

条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第23条第２項に規

定する家庭的保育者の居宅に限る。）において家庭的保育事

業を行う場合に限る。） 

(４) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託し

ている事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の

趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に

遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発

達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギ

ー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳

幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができ

るものとして町が適当と認める者（家庭的保育事業者が第22

条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第23条第２項に規

定する家庭的保育者の居宅に限る。）において家庭的保育事

業を行う場合に限る。） 

（苦情への対応） （苦情への対応） 

第21条 （略） 第21条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の

提供又は法第24条第６項の規定による措置に係る市町村からの

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の

提供又は法第24条第６項の規定による措置に係る町＿＿からの

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

（職員） （職員） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的 ２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的
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保育者をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定

する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長

が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

保育者をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定

する佐賀県知事＿その他の機関が行う研修を含む。）を修了し

た保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長

が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

３ 家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、３

人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者

（町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の機関

が行う研修を含む。）を修了した者であって、家庭的保育者を

補助するものをいう。第34条第２項において同じ。）とともに

保育する場合には、５人以下とする。 

３ 家庭的保育者１人が保育することができる乳幼児の数は、３

人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者

（町長が行う研修（町長が指定する佐賀県知事＿その他の機関

が行う研修を含む。）を修了した者であって、家庭的保育者を

補助するものをいう。第34条第２項において同じ。）とともに

保育する場合には、５人以下とする。 

（職員） （職員） 

第29条 （略） 第29条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める数の合計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める数の合計数に１を加えた数以上とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね20人につき

１人（法第６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき

１人（法第６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事 第31条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事
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業所Ｂ型」という。）には、保育士その他保育に従事する職員

として町長が行う研修（町長が指定する都道府県知事その他の

機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条において

「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所Ｂ型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入

する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないこと

ができる。 

業所Ｂ型」という。）には、保育士その他保育に従事する職員

として町長が行う研修（町長が指定する佐賀県知事＿その他の

機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条において

「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所Ｂ型又は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入

する小規模保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないこと

ができる。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのう

ち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのう

ち半数以上は保育士とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね20人につき

１人（法第６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき

１人（法第６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第44条 （略） 第44条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事

業所１につき２人を下回ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事

業所１につき２人を下回ることはできない。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね20人につき (３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき
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１人（法第６条の３第12項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

１人（法第６条の３第12項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ （略） ３ （略） 

（職員） （職員） 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。

以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」と

いう。）を行う事業所（以下この条及び次条において「小規模

型事業所内保育事業所」という。）には、保育士その他保育に

従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下こ

の条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小

規模型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあって

は、調理員を置かないことができる。 

第47条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。

以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」と

いう。）を行う事業所（以下この条及び次条において「小規模

型事業所内保育事業所」という。）には、保育士その他保育に

従事する職員として町長が行う研修（町長が指定する佐賀県知

事＿その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下こ

の条において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小

規模型事業所内保育事業所又は第16条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあって

は、調理員を置かないことができる。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以

上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める数の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以

上は保育士とする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね20人につき

１人（法第６条の３第12項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき

１人（法第６条の３第12項第２号の規定に基づき受け入れる

場合に限る。次号において同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね30人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 
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改  正  前 改  正  後 

３ （略） ３ （略） 

（新設） （電磁的記録） 

（新設） 

 

第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他

これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるものについては、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）により行うことができる。 

（委任） （委任） 

第49条 （略） 第50条 （略） 

附 則 附 則 

（食事の提供の経過措置） （食事の提供の経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可

を得た施設等については、この省令の施行の日から起算して10

年を経過する日までの間は、第15条、第22条第４号（調理設備

に係る部分に限る。）及び第23条第１項本文（調理員に係る部

分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場合に

おいて、当該施設等は、第２条に規定する利用乳幼児への食事

の提供を同条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可

を得た施設等については、この条例の施行の日から起算して10

年を経過する日までの間は、第15条、第22条第４号（調理設備

に係る部分に限る。）及び第23条第１項本文（調理員に係る部

分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場合に

おいて、当該施設等は、第２条に規定する利用乳幼児への食事

の提供を同条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法
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改  正  前 改  正  後 

（第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又

は調理室を兼ねている他の社会福施設等の調理施設において調

理する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保する

よう努めなければならない。 

（第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又

は調理室を兼ねている他の社会福施設等の調理施設において調

理する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保する

よう努めなければならない。 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その

他の必要な適切な支援を行うことができると町が認める場合

は、第６条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日か

ら起算して10年を経過する日までの間、連携施設の確保をしな

いことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その

他の必要な適切な支援を行うことができると町が認める場合

は、第６条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の日か

ら起算して15年を経過する日までの間、連携施設の確保をしな

いことができる。 
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